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「まちづくり条例」の制定に至る背景には、1995 年の阪神・淡路大震災の発生に伴う、市民に

よるボランティア活動の全国的な浸透と、それに続く 1998 年の 98 豪雨で、高知市においても県

内外から多くのボランティアが救助活動に参加し、被災地支援の大きな原動力となった経験があげ

られます。市民の潜在的にもつ力をまちづくりに活かすことができる社会を作っていこうとする機

運の高まりと、いざという時に助け合える関係性を普段から築いておくことの大切さが改めて認識

され、市民・NPO・事業者・行政の役割分担とパートナーシップのもと、住みよい高知市にするた

めの指針として、「まちづくり条例」が制定されました。 

そして、本見守り委員会は、条例が目指したパートナーシップのまちづくりの現状を見守り、さら

に継続・発展させていくために改善点があれば、市長へ提言することができる第三者委員会として

位置づけられており、 

 

 

 

 

 

  

高知市では、超高齢社会における地域福祉活動の充実や、近い将来発生が予想される南海トラ

フ地震に対応するため、「市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例（以下、まちづくり

条例）」に基づく、市民、NPO、事業者及び行政による協働の重要性が、ますます高まっていま

す。 

「まちづくり条例」の制定に至る背景には、1995 年の阪神・淡路大震災の発生に伴う、市民

によるボランティア活動の全国的な浸透と、それに続く 1998 年の 98 豪雨で、高知市において

も県内外から多くのボランティアが復興活動に参加し、被災地支援の大きな原動力となった経験

があげられます。市民が潜在的に持つ力をまちづくりに活かすことができる社会を作っていこう

とする機運の高まりと、いざという時に助け合える関係性を普段から築いておくことの大切さが

改めて認識され、市民・NPO・事業者・行政の役割分担とパートナーシップのもと、住みよい高

知市にするための指針として、「まちづくり条例」が制定されました。 

そして、本見守り委員会は、条例が目指したパートナーシップのまちづくりの現状を見守り、

さらに継続・発展させていくために改善点があれば、市長へ提言することができる第三者委員会

として位置づけられており、第 11 期見守り委員会（以下、見守り委員会）では、「まちづくりを

『しなやか』に持続させるために―必要な既存制度の活用と新制度の設計―」についての提案を

しながら、本条例が目指すパートナーシップのまちづくりを推進するための提言として取りまと

めました。 
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第１部 意見報告 
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１－１ まちづくりになぜ「しなやかさ」が必要なのか 

これまでのまちづくりは、『頑張れる人が頑張る』傾向にありました。しかし、その結果として

担い手が固定化し、疲弊してしまっているケースも少なくありません。これからは、関わり方の多

様性を認め、負担を分かち合いながら続けていく『しなやかさ』が求められています。 

まちづくり条例制定から年月が経過する中で、人口減少・高齢化の進行、地域活動の担い手の固

定化、活動の事務負担の増大、関わり方の多様化、災害リスクへの備え等、まちづくりを取り巻く

状況は大きく変化しています。こうした『ゆっくりと進む変化』と『突発的に起こり得る変化』の

双方に対応しながら、地域活動・社会活動を将来にわたり継続していくためには、①地域活動を支

えている縁の下の力持ちを大切にし、下支えすること、②社会の変化に対応して、まちづくりの方

法を「しなやか」に変えていくことが大切です。 

また、地域活動・社会活動の目的は、究極的には個人や地域、社会の多様な「幸せ」を支え、育

てることです。そのための手段として、分野ごとに様々な社会活動・地域活動があるともいえます。 

人口減少により税収のさらなる減少が見込まれる中、高齢化の進行による社会保障費の増加や、

物価・人件費の上昇などにより、高知市の財政状況は厳しさを増しています。行政による活動支援

においても、多様なテーマの地域活動・社会活動の連携、相乗りを後押しすることで、効率的に活

動を支えていく視点が重要です。特に「いつも」の暮らしを守る活動と「もしも」の災害対策を重

ね合わせる視点は、市民の生命と尊厳を守るために重要です。 

このような点から、既存制度の活用・改善に加え、新たな仕組みの検討も必要であるとの問題意

識が共有され、第 11 期委員会では、まちづくりを「しなやか」に持続させるために必要な既存制

度の運用改善・拡大及び新制度の設計について意見報告を行います。  
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 １－2 まちづくりをしなやかに持続させるための４つのポイント 

第 11 期での議論を４つのポイント（①「いつも」と「もしも」のための地域内・地域間のつな

がり、②多世代が交流できる憩いの場（サードプレイス）づくり、③地域活動（社会活動）の持続

性の確保、④市民と支援制度をつなぐラストワンマイルの接続）に整理しました。 

 

・ファンドレイジング…NPO や非営利団体が、社会課題の解決に必要な活動資金を個人・法人・助成団体などから

集める「資金調達」活動のこと。単なる寄付集めにとどまらず、団体の活動に共感する「仲

間（支援者）」を増やし、社会を良くするプロセス全体 

 

・ラストワンマイル…本冊子における「ラストワンマイル」とは、行政サービスに関する情報や支援を、必要とす

る市民に確実に届け、利用へと結びつけるための最終段階 
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【提案の全体像（４つのポイント）】 

第 11 期見守り委員会での議論を４つのポイントに整理し、それぞれについて「現状の主な課題」

「既存制度の運用改善・拡大」「新しい制度の提案」「期待される効果」をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つのポイント 現状の主な課題 既存制度の運用改善・拡大（例） 新しい制度の提案（例） 期待される効果 

①「いつも」と

「もしも」のた

めの地域内・地

域間のつながり 

平時の関係が希薄

／地区間交流の不

足 ／ 災 害 時 の 受

援・協力の事前調

整が難しい 

高知市防災会議等、防災分野の

協議の場を、地域間連携（平時

交流）へ拡張／地域活動の交流

機会を増やす 

地区間の相互支援協定づ

くり支援（コーディネー

ト、訓練、交流への小規模

助成） 

平時のゆるやかな関係

が災害時の助け合いに

つながる 

② 多 世 代 が 交

流できる憩いの

場（サードプレ

イス）づくり 

居場所の不足／拠

点整備は合意形成

に時間／活動の入

口が少ない 

コミュニティ集会所等施設整

備事業費補助金の要件緩和（暫

定・小規模整備も対象）／既存

の場づくり施策との連携 

「手軽に始められるサー

ドプレイス」支援（期間限

定拠点、共用備品、運営ノ

ウハウ） 

参加のハードルが下が

り、世代交代・新規参加

が進む 

③ 地域活動（社

会活動）の持続

性の確保 

担い手固定化／事

務負担／資金の硬

直性（人件費・複数

年など） 

補助金要件の柔軟化（人件費・

有償ボランティア、複数年度会

計等の検討）／事業期間延長や

他助成金との接続支援／地域

活動一般への対象拡大（例：こ

うち笑顔マイレージ） 

寄付・ふるさと納税の地

区配分等を活用した『地

域版まちづくり財源』／

ファンドレイジング支援 

継続のための余力が生

まれ、活動の質と継続率

が向上する 

④ 市 民 と 支 援

制度をつなぐラ

ストワンマイル

の接続 

制度が分かりにく

い／相談先が散在

／申請・要件が難

しい 

地域活動応援隊等の伴走力強

化（研修、連携）／支援制度の

見える化 

多層的な『まちづくりコ

ンシェルジュ』（対面・オ

ンライン・AI・フロー）と、

関係主体の合同マッチン

グの場 

必要な人に必要な支援

が届き、制度利用の裾野

が広がる 
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１－３ 各ポイントの詳細 

① 「いつも」と「もしも」のための地域内・地域間のつながり 

  

近年は、平常時の地域内でのつながりが弱く、地域間の交流も少ないため、災害時に「どこで・

誰と・どのように助け合うか」を事前に調整しにくい状況があります。 

そこで、地区防災計画づくりや避難訓練など、防災分野での協議の場を地域内や地域間で楽しく

つながるためのきっかけにするなど、防災の取組を災害対応だけでなく平常時の交流にも広げるこ

とで、既存の枠組みを活かしながら、交流機会を増やしていくことができるのではないでしょうか。     

また、防災という共通テーマをきっかけに、地域の見守りや教育、スポーツなど多様な関心を持

つ人同士がつながる機会を大切にしていきましょう。これにより、平時のゆるやかな関係が積み重

なり、災害時の助け合いがスムーズになることが期待されます。 

 また、特に若い世代を中心としたライフスタイルや協働の仕方の多様化を踏まえて、対面での地

域活動でのつながりづくりに加えて、LINE などを用いたオンラインでのつながりづくりを含めて

地域活動への参加を促進していく後押しが必要ではないでしょうか。 

 

参考事例：れんけい・ぼうさい大交流会 

これまで自主防災組織連絡協議会（事務局：地域防災推進課）が主催し、地区の自主防災組織の

連携を図ることを目的に実施してきた「自主防災活動事例発表会」と、地域コミュニティ推進課が

主催して実施してきた「地域内連携協議会全体交流会」を重ね、令和７年度、両課が合同で行う新

たな取組として「令和７年度れんけい・ぼうさい大交流会（令和８年２月７日（土））」を開催しま

した。 

この合同開催は、「地域コミュニティ」と「防災」の双方の視点や共通の課題を共有して今後の

地域活動での連携や協力関係の構築に繋げていく契機を提供すること、また、複数の会をひとつに

まとめることによる地域・行政双方の負担軽減を目的としたものです。 

自主防災組織連絡協議会の会員や地域内連携協議会の会員を中心に 100 名以上の参加者が一堂

に会し、互いの活動を発表し合い、地域活動のヒントを得るとともに、グループワーク等を通じて

交流を図ることができ、各地域内における連携にも期待が持てる雰囲気でした。アンケート結果を

見ても、合同開催に対しては好意的な意見が多く、ワークショップにおいても地域活動と防災活動

の重ね合わせについても、多くのアイデアが参加者から提示されました。 
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参考事例：地域活動や社会活動によるデジタルのつながり 

若者世代や子育て世代を地域活動や社会活動に巻き込むために、スマートフォンを活用し、LINE

などの SNS を利用している事例も増えています。 

 鹿児島県鹿児島市の常磐町町内会では町内会参加者 730 世帯中 250 世帯が LINE オープンチャ

ットに登録しています。プライバシーを守るために会報に載せた QR コードからニックネームで登

録し、回覧板の内容やイベント情報、イノシシ出没情報など暮らしに関わる色々な情報を共有して

います1。高齢の親の代わりに域外に転出した子どもが登録している例も多いとのことです。 

米子市住吉地区の旗ヶ崎二区自治会では、同じ人が何年も役員を務めてきた状況からついに役員

候補が 0 になりました。そこで、誰もが負担なく参加する自治会を目指して事業部を廃止し、LINE

情報発信による透明性の向上に取り組んだところ、350 世帯の約 8 割が LINE に登録し、役職を超

えた協力が可能となりました。「手伝って」との言葉に「必要とされて嬉しい」という関係性が生

まれ、イベント参加者の急増や有志による自発的な助け合いが進んでいます2。 

また、防災に関心のある地域住民に加え、民生委員や学校教員、寺の住職、看護師など様々な市

民が参加している今治市防災士会では、普段から LINE グループによる情報共有に取り組んでいま

すが、2026 年 3 月には、AI に詳しい大学教員を講師に招き、LINE の画面共有機能を活用した会

員向けの AI 活用講座を開催し、使い方のインストラクションや地域防災アイデア出し、ポスター、

告知用４コマ漫画作成のワークショップを行いました。このような活動を継続することにより、会

員のスマートフォンやデジタル機能へのスキルを底上げしながら、LINE を通じた会員間のつなが

りの複線化を図り、「いつも」と「もしも」の双方につながるつながりづくりに取り組んでいます。 

 

 

                                                   
1 南日本新聞(2025 年 6 月 9 日記事)、「町内会、回覧板のデジタル化進めてます 加入者ほぼ半減に危機感 未加入でも

SNS で閲覧、急な変更もネットで情報共有」https://373news.com/news/local/detail/215128 

2 広報よなご、R7 年 3 月号 https://www.city.yonago.lg.jp/secure/57585/202503.pdf、  

横浜市、地域コミュニティにおける LINE 活用事例集、 

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/chiiki/1.files/0037_20251027.pdf 
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②  多世代が交流できる憩いの場（サードプレイス）づくり 

 

地域の「居場所」や「気軽に集まれる場」が不足している一方で、拠点整備は合意形成に時間が

かかり、活動の入口が少ないという課題があります。 

このため、既存制度であるコミュニティ集会所等施設整備事業費補助金について、恒常的な大規

模整備だけでなく、暫定利用や小規模整備も対象にできるよう要件を緩和し、既存の場づくり施策

とも連携を強めることが有効です。 

さらに新しい制度として、「手軽に始められるサードプレイス」支援（期間限定拠点、共用備品

の貸出、運営ノウハウ支援など）を提案します。 

これにより、参加のハードルが下がり、多世代交流の機会が増えることで、世代交代や新規参加

が進むことが期待されます。 

 

参考事例：ふれあいセンターを活用した多世代交流イベント 

弥右衛門ふれあいセンターでは毎年 2 月 23 日に「多世代交流フェス やえもんカフェ」を開催

しています。このフェスでは、施設利用団体や地域活動団体などの協力を得て、地域交流・食育・

防災・子育て等々の提案を織り交ぜながら実施しており、弥右衛門地区のお祭りとして周辺住民の

間で定着しています。 

 行事内容については、事前に各団体から地域の方々に提案したい内容について、皆で意見交換会

を開催し、その提案を効果的にイベント内容に反映させています。近年では協力団体も増え、おと

なこども食堂、健康福祉相談会、食生活改善提案、防災減災提案と体験会、手芸小物品等の販売、

お楽しみ演芸会など多岐に渡ったものになっています。 

 毎年、進化しながら開催されているこのイベントが、各種団体とともに、どのような形で多世代

の交流促進に貢献していくのか見守っていただきたいと考えています。 

 

主催者：弥右衛門ふれあいセンター 

協力団体：高知市下知、五台山、高須地区包括支援センター・高知市社会福祉協議会・高知医療生

協・下知地区減災連絡会弥右衛門防災部会・㈱フタガミ・高知市食生活改善推進協議会高知街ヘル

スメイト・NPO 法人キャリアコンサルタント協会・労働者協同組合ワーカーズコープセンター事

業団・就労継続支援 B 型アルペンワーク・子ども食堂がじゅまるの木  
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③ 地域活動（社会活動）の持続性の確保 

 

地域活動や社会活動を続ける上では、担い手が固定化し、事務負担も大きく、資金面でも「人件

費に使いにくい」「単年度で先が見通せない」など、支援制度の使い勝手の悪さが課題となってい

ます。 

そこで、既存制度の運用改善として、補助金要件の緩和（人件費・有償ボランティア・複数年度

会計の検討など）や、事業期間の延長、他助成金との接続支援を進めることを提案します。また、

既存制度の支援対象の拡大として、地域活動一般への対象拡大（例：こうち笑顔マイレージ）の検

討も有効ではないでしょうか。 

さらに新しい制度として、寄付・ふるさと納税の地区配分などを活用した「地域版まちづくり財

源」の仕組みや、ファンドレイジング支援を提案します。これにより、活動に必要な「余力」が生

まれ、継続しやすくなるとともに、活動の質と継続率の向上が期待されます。 

 

参考事例：子どもの主体性を育み、大人も子どもも学ぶことのできる事業 

「こうちこどもファンド」と「こうち笑顔マイレージ」    

「こうちこどもファンド」と「こうち笑顔マイレージ」の共通点は、こども基本法第 3 条の基本

理念の一つ「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係するすべ

ての事項に関して、意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」

と規定されていることにあります。こうちこどもファンドは「意見を表明する機会」、こうち笑顔

マイレージでは「多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」に符合している事業です。 

こうち笑顔マイレージは、社会参加活動を通じて高知市民の健康増進や介護予防への取組を行う

とともに、世代を超えて交流し支え合うまちづくりに資することを目的とした事業です。当初は 65

歳以上の高齢者が対象でしたが、現在は住民票がある全ての市民が対象となっていることから、中

学生であっても、所定の施設等でボランティア活動をすることに活用できます。ボランティア活動

を行うには、登録申請が必要です。また、事前に高知市社会福祉協議会（市社協）による研修を受

講して、受け入れ施設一覧から行きたい場所を決めると、市社協が行っているボランティアセンタ

ーが初回のつなぎ支援を行います。そして、ボランティアをすることによってスタンプが貯まり、

貯まったスタンプに応じて、商品券などに還元することができます。ポイントの上限は、年間 400

スタンプ（40,000 円分）までとなっています。 

ボランティア活動は、介護施設やこども食堂、通所型サービス B 事業所（住民主体による要支援

者等を中心とした定期的な利用が可能な自主運営の通いの場）や訪問型サービス B 事業所（利用者

の自宅を訪問し、食支援、生活援助を行う）などで行います。 

通所型の主な活動は、食事の準備・配膳、催事の手伝い、レクリエーションの補助、話し相手、

家電の片づけ、ゴミ出し等です。 

こうちこどもファンド…「こどもたちのアイデアで住んでいる地域等をより魅力的で住みよいまちにするための活

動」「こどもたちの活動によって誰かが喜んでくれる活動」を応援する制度 
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参考事例: こうち笑顔マイレージを活用した中学生のボランティア活動 

潮江中学校の生徒会を中心としたボランティアは、こうち笑顔マイレージを活用し、2025 年７

月から８月にかけての夏休み中に、保育園やこども食堂、デイサービス等の事業所でボランティア

活動を行っています。学校側は、このボランティア活動を通して、潮江中のよさを保護者や地域の

人に知ってほしいとい考えており、体験後、一部の生徒は「ボランティアって、発見がある！楽し

い！また行きたい！もっと役に立ちたい！」との思いから、夏休み後にも、さまざまなボランティ

アに参加してくれています。   

これらの活動が評価され、高知市町内会連合会から地域貢献

賞を授与されています。授賞式後のパネルディスカッションに

おいて、町内会会員からの「みなさんの親世代の人たちが町内

会活動に関心が薄いことが課題をどう解決するか」という問い

に、中学生が「私たちが親世代に働きかけて町内会への理解を

深めていきたい」と答え、会場は大喝采。参加者からは、「中学

生に可能性を感じた」との声が上がり、高知市町内会連合会の会

報にも紹介されています。子どもたちの主体性が育っている姿

が窺えました。 

 

下の表は、アーンスタインの「住民参加のはしご」をもとに、

ロジャー・ハートが作成した、こどもたちの「参画のはしご」をこうちこどもファンドとこうち笑

顔マイレージの 2 つの制度をこのはしごに当てはめたものです。現段階で、こうち笑顔マイレージ

は、子どもが主体的にボランティアを行う体験場所を選び、社会的活動に参画する機会を確保する

学習プロセスの 1 つとして、４～５段階目に当てはまり、こうちこどもファンドは、子どもが自主

的に発想、企画、主体的に実践するものであることから、７～８段階目、真の参画に当てはまりま

す。  
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こうち笑顔マイレージは、ボランティア活動が継続し、挑戦意欲が高まれば参画から「真の参画」

に近づくための要素を持っています。また、市社協のサポートも得やすく小中学校が初期段階で取

り組みやすい事業といえます。 

さらに、こうち笑顔マイレージを活用することで、多様な社会的活動に参画する機会が確保され、

子どもの主体性と学びが深まり、子どもたちを主人公する高知市型コミュニティスクールの実現に

近づくのではないかと考えます。 

今後、こうち笑顔マイレージの要件が緩和され、地域のお祭りや防災イベントなどのボランティ

ア活動も対象となれば、若い世代が地域とかかわるきっかけになり、地域の未来の担い手づくりに

つながるなどの効果が期待できます。 

 

高知市訪問型及び通所型サービス B 事業…「介護予防・日常生活支援総合事業」による住民主体の助け合い活動と

して実施されているもので、住民ボランティア等を主体とする活動団体

が、「生活支援」（訪問型サービス B、日常のちょっとした困りごとを支

援する）や、「通いの場の提供」（通所型サービスＢ、高齢者等が趣味活

動や体操等を行う）を行うもの 
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参考事例：財源が限られたなか、地域の力を引き出すためにできること  

ふるさと納税を活かした地域活動の支援や、地域おこし協力隊が課題解決で活躍する姿に接する

機会が増えています。地域外の応援を、自治体の仕組みを活用して上手に引き出す素敵なことです。 

地域でお祭りや NPO の活動をする中で、「お金がもう少しあればこれができる」、「地域の事務局

的な役割を果たす人手がほしい」と思うとき、ふるさと納税や地域おこし協力隊の制度を使えれば

と考えます。 

高知県には地域活性化に取り組む地域団体をクラウドファンディング型ふるさと納税で上限

200 万円の応援をする仕組みがあり、高知市には高知市まちづくりファンドで上限 100 万円の助成

をする仕組みがあり、それぞれ住民からの応募・申請を受け付けていますが、人件費が出るような

規模の補助ではありません。 

そこで、ふるさと納税を通じて市内の団体に寄付することができるように使い道を指定すること

や、地域おこし協力隊を派遣する先の団体を募集するようなことができれば、規模の大きな支援が

できるのではないかと思いました。 

そのとき、どんな団体のどんな活動だったら自治体として応援の仕組みに乗せていくのか、誰が

どのように判断をするのか、なかなか難しい課題です。 

ただ、高知市で長年取り組んできた、高知市まちづくりファンドやこどもファンドでは、地域か

らの応募を受けて公開でプレゼンの機会を設け、その応募が支援するのにふさわしいかどうか市民

が審査をする、応募団体にアドバイスをする仕組みができていますので、その高知らしい手法を活

かし、地域の力を引き出す仕組みを充実できないでしょうか。 

まちづくりファンドのような公開審査のあり方では、 

① 募集内容を公開して説明会を開き、応募を市民の団体（任意団体も可）から募る 

② 公開審査をする委員を集めて委員会を結成し、公開審査会に備える 

③ 応募団体にプレゼンをお願いし、資料とプレゼンを委員が審査をして採否の決定をする公開審

査会を実施する 

という手法を活用しています。 

人口 78 万人の佐賀県では、ふるさと納税（NPO 等指定寄付）を活用して令和 6 年度は 118 団体

に対して、7 億 4 千万円を超える寄付が集まって、災害支援、子ども・高齢者への支援、伝統工芸

や漁業の振興などに使われています。 

https://www.cso-portal.net/furusato/ 

自治体のもつ信用力とそれぞれの団体のがんばりで、財源が限られたなかでも、これだけやれる

ことがあるという好事例です。 

こうした取組の真似できるところは真似しながら、高知市らしい発展ができるのではないでしょ

うか。 
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④  市民と支援制度をつなぐラストワンマイルの接続 

 

支援制度があっても「分かりにくい」「相談先が散在している」「申請や要件が難しい」などの理

由で、必要な人に届いていないという課題があります。 

このため、既存制度の改善として、地域活動応援隊（地域と行政の協働による地域づくりのつな

ぎ役として、地域の会議や行事に参加・協力し、地域を応援する高知市職員）等の伴走力強化（研

修・連携）を進め、支援制度そのものの「見える化」を図ることが重要です。 

加えて新しい制度として、多層的な「まちづくりコンシェルジュ」（対面・オンライン・AI・フロ

ー等を組み合わせた案内）を整備し、さらに関係主体が合同で行うマッチングの場を設けることを

提案します。これにより、必要な人に必要な支援が届きやすくなり、制度利用の裾野が広がること

が期待されます。 

 

参考事例：AIチャットボットを活用した市民と行政サービスのマッチング 

市民と行政サービスのマッチングに AI チャットボット（LINE などのアプリ上で、質問や相談に

対して AI が会話や案内、対応をしてくれる仕組み）を活用する自治体が増えています。 

 例えば秋田県大館市では、AI チャットボット「はちくん」を導入し、移住・定住相談に 24 時間

対応しています。補助金情報についても AI が回答してくれます。「はちくん」の導入により、移住

希望者とのコミュニケーションが円滑になり、移住者が増加することが期待されています１。 

 栃木県宇都宮市では子育て分野に特化した AI チャットボット「教えてミヤリー」を運用し、夜

間や休日を含む問い合わせニーズに対応しています２。 

千葉県柏市では、公認心理士監修のカウンセリング AI を活用した悩み相談システムを全国の自

治体で初めて導入しています 3。「相談窓口で専門の方に話すほどの大きな悩みではないと思って

いる」「誰かに話を聞いてほしいけど、身近に話せる人がいない」など、悩みの度合いやジャン

ル、年齢、内容を問わず、「24 時間 365 日お話しを伺います」をモットーに、AI が利用者に寄り

添いながら傾聴することで、電話や対面での相談に抵抗のある市民への新たな相談ルートとして

機能しています 4。 

また神奈川県横浜市では、「社会活動・地域活動支援制度ガイド」を作成し、市の各部署だけで

なく社会福祉協議会や公益財団法人、NPO 法人、老人クラブ連合会など社会活動・地域活動を応

援するいろいろな組織・団体の支援制度を一覧できる形で情報提供をしています。また、【分野別】

【地域別】【自治会町内会対象】で調べることもできるようになっています。 
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このように組織・団体の枠を超えて支援情報を一覧として提示し、さらに AI チャットボットに

組み込むことで、高知市でも活動をはじめたい/続けたい市民が必要な支援に確実につながる仕組

みが実現できるのではないでしょうか。 

 
1 AI地方創生ネット、秋田県の AI活用事例④ 大館市：移住支援に生成 AIチャットボット「はちくん」を活

用、https://web3-chihou-sousei.net/ai/akita/jirei-akita/ 
２ 宇都宮市、 LINEで 24時間回答「教えてミヤリー」、  
３ あいネット-柏市地域生活支援センター、 悩み相談 AIチャットシステム、 https://ainet-kashiwa.net 
４ 柏市、市長からのトピックス、 https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/38463/topics060326.pdf 
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  第２部  審議のプロセス 
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【提言×委員会意見 対応表】 

提言 委員会で出た意見の要旨（例） 主な根拠回 

①「いつも」と「もしも」のための

地域内・地域間のつながり 

平時の関係が災害時の助け合いにつな

がる／地区間交流の場が必要 

第１回・第５回・第７回 

②多世代が交流できる憩いの場

（サードプレイス）づくり 

出入り自由で集まれる場がないと誘い

づらい／子どもが巻き込みの起点 

第３回・第４回・第５回 

・第７回 

③地域活動（社会活動）の持続性の

確保 

担い手固定化で負担集中／裏方（事務・

会計）支援／有償・対価の検討 

第１回・第２回・第６回 

④市民と支援制度をつなぐラスト

ワンマイルの接続 

制度が分かりにくい／相談先が散在／

情報発信が重要（デジタル＋アナログ） 

第２回・第４回・第７回 

 

２－１ 「まちづくり」の課題やニーズの整理 

本委員会では、現場の声を出発点に、課題と背景を可視化し、具体的な人物像（ペルソナ）や委

員自身の経験（ライフヒストリー）を通して「巻き込み方」「下支えの方法」を検討したうえで、制

度改善・新制度案へ落とし込みました。 

第５回・第６回では、まちづくりに必要な要素を「ヒト・ツナガリ／モノ・バショ／カネ／ノウ

ハウ」の４項目に整理して可視化し、既存制度の運用改善・拡大と新制度について検討しました。 

 

 

第１回委員会 調査審議事項の決定（令和６年６月 26日） 

 まちづくり条例の理念（市民と行政のパートナーシップ）を、現状の社会状況に照らして点検し、

条例に基づく諸制度が「適正かつ円滑に機能」するための改善点と提案を整理することを目的とし

て、調査審議事項を協議しました。 

協議では、人口減少・高齢化等の「ゆっくりと変わる変化」と、災害等の「突発的に起こり得る

変化」の双方に対応しながら、高知の誇る地域活動・社会活動を将来にわたり持続させる必要があ

ることが共有されました。 

また、検討の視点として、①地域活動を支えている「縁の下の力持ち」を大切にし支えること（＝

下支え）、②社会状況の変化に対応して関わり方を変えていくこと（＝変革）、の両立が重要である

と整理されました。 

さらに、現在の担い手をリスペクトしながら、①新しい取組を考える余力をどう作るか、②新た

な世代の担い手をどう生み出すか、③両者が一緒に担うにはどうするか、という３点を「しなやか

さ」のポイントとして、制度の活用・改善と新制度の検討に踏み込むことが確認されました。 

以上を踏まえ、調査審議事項を「まちづくりを『しなやか』に持続させるために―既存制度の活

用と新制度の設計―」に決定しました。 
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第２回委員会 まちづくりのお困りごと整理（令和６年８月 26日） 

まちづくりのパターン（町内会や地域活動団体、社会活動団体、地域内連携協議会などの「組織」、 

会長や事務局長、縁の下の力持ちなどの「個人（＝立場、役割）」）ごとにお困りごととそれらの背 

景にあることを考え、「支えたい人」、「巻き込みたい人」について、その背景などを考えるワーク 

を行いました。出た意見は以下のとおりです。 

  

〇組織としてのお困りごと 

担い手の固定化 

後継者不足 

会合が多い 

情報伝達の難しさ 

 

〇個人としてのお困りごと 

どんな団体があるか分からない 

参加のきっかけがない 

個人情報の壁があって繋がれない 

 一生懸命まちづくりに取り組んでいる人たちに対して、社会として何かメリットになることを打

ち出せないだろうか。実際、ボランティアを積極的に行うことによって、自分の時間が奪われたり、

自己負担が増えることもあるかもしれない。そういったときに、有償ボランティア等の何らかの支

援があったほうが良いのではないか 

 

〇支えたい人 

 手元に文化的個人資産（無形有形問わず）を持つ人たち 

 有機的な繋がりを持った組織 

 まちづくり活動を１人で黙々と頑張っている方たちが、より活動しやすいように、また、光が当

たるように支えたい 

 

〇巻き込みたい人 

 医療関係者やイラストレーターなど、スキルを持っている人たち 

 できるならば全員 

 地元の企業や事業者、法人をまちづくりに巻き込んで資金や人手を提供してもらうことによって、 

企業等は社会貢献活動の実績を積み重ねることができるし、まちづくり活動における人手不足が解

消される 
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＜まちづくりにおけるお困りごと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まちづくりにおいて「支えたい人」、「巻き込みたい人」＞ 
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第３回委員会 ペルソナ（仮想人物）を使った検討（令和６年 12月４日） 

第３回委員会では、第２回委員会ワークでの「お困りごと」、「支えたい人」、「巻き込みたい人」 

とその背景の意見出しを基にペルソナを作成し、まちづくりへの巻き込み方と下支えの方法を考え

ました。 

SNS・LINE 等の発信や、子どもを起点とした参加の入口づくり、役割の提供、必要に応じた対 

価（有償ボランティア等）の考え方が整理されました。 
 

＜ペルソナ（仮想人物）をまちづくりに巻きむ・支えるための検討状況＞ 
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第 4回委員会 「あなたのまちづくりライフヒストリー」の共有（令和７年３月６日） 

 第４回委員会では、各委員のまちづくりについてのライフヒストリーを書き出し、まちづくりに

関する課題やニーズを検討しました。 

それぞれの委員自身の経験から、活動に関わる『きっかけ』と、継続のための条件（仲間、役割

過重の回避、小さな成功体験等）を整理しました。 

時間の制約やライフステージの変化に応じて関わり方が変わることを前提に、制度側が柔軟であ

る必要性が検討されました。 

このワークでは、以下の４つの項目を中心に、これまでのまちづくりに関する出来事を振り返り

ながら、「きっかけ」「これまで」「今・これから」に分けて、その時のテンション（熱量）とともに

グラフで可視化しました。その後、グループでの共有と深掘りをしました。 

 

① まちづくりに携わるようになった時期、きっかけ 

③  まちづくり活動を続けている理由 

③ 立ち止まりそうになったことがあるかどうか。あるなら、その時にどんな HELP（ヒトや  

モノ、カネ、ノウハウ）が欲しかったか 

④  もし現在新しいことを始めているなら、始めた理由や今抱えているニーズ 
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２－２ 既存制度の運用改善と新制度の検討 

 

第 5・６回委員会 まちづくりにおいて必要なことの整理と制度や仕組みの可視化ワーク・既存制

度の運用改善・拡大と新制度の検討（令和７年６月５日、令和７年９月 25 日）  

 

第５回委員会では、地域活動や社会活動のタイプごとに３つのグループ（「つながりうっすら町」、 

「レジェンド村」、「場づくりサークル」）に分けて、まちづくりにおいて必要なことを「ヒト・ツ 

ナガリ」、「モノ・バショ」、「カネ」、「ノウハウ」の４つの項目に分けて整理して可視化し、既存制 

度の運用改善・拡大と新制度について、「まちづくりツール」を用いて検討しました。 

 具体的には、中山間地域・中心市街地・社会活動団体別に、第３回委員会で登場したペルソナが

1 人ずつ、各地域・団体に属していると仮定し、それぞれの地域で、３年後の将来像を実現させる

ために、必要なことの整理と、既存制度の活用方法や改善点、新たな制度の検討、自助共助できる

ことを出し合いました。 

 

※「まちづくりツール」については、第 3 部で詳しく説明しています。 

 

第６回委員会では、第５回で行った「まちづくりツール」を活用したワークを、委員個人の活動

にテーマを置き換えて実施し、第１回～第５回で抽出した課題とニーズを踏まえて、既存制度の運

用改善・拡大と新制度について、まちづくりにおいて必要な、「ヒト・ツナガリ」、「モノ・バショ」、

「カネ」、「ノウハウ」の４つの項目に分けて整理し直すことで、意見報告として提案するべき既存

の制度の活用方法や改善点、新たな制度を検討しました。 

  

 

 

「まちづくりツール」を使った議論の詳細は、参考として次貢以降に掲載しています。 
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第５回、第 6回委員会での議論のために作成した「まちづくりツール」ですが、委

員自身が様々な支援制度を把握して自らの活動への活用を考える大きな助けとなりま

した。そこで第 11期見守り委員会の副成果物として、まちづくりに関わる市民、関

心のある市民がワークショップ等で自由に使用可能な「まちづくりツール」として公

開します。 

 

 

 

 

第３部  まちづくりツール 



~ 31 ~ 

 

まちづくりツールとは？ 

 高知市の各部署や社会福祉協議会、中間支援組織 NPO などはまちづくり（地域活動・社会活

動）のテーマや支援対象に合わせて様々な支援制度を準備しています。しかし、まちづくりを行

う市民にとっては、① 自分たちの活動を進めるなかで、どのような制度を選んで活用するかをじ

っくり考える機会が少ない、② そもそも、どのような部署・団体がどのような支援制度を提供し

てくれるかをまとめて知ることが難しい、という課題があります。その結果、せっかく準備され

た支援制度が活用されない、まちづくりに意欲のある市民の活動を支える十分な助けになってい

ない、という「ラストワンマイル問題」が発生しています。 

 「まちづくりツール」はこのような問題を改善することを目的とし、まちづくりに取り組んで

いる市民やこれから取り組もうとする市民が、自分たちの活動が成功した後の未来を想像し、そ

の実現に向けて、どのような支援制度が「使える」のかを簡単に整理するための話し合いツール

です。また、地域活動・社会活動を支援するために新たにどのような支援制度が必要かを考える

ツールとしても活用可能です。 

まちづくり団体が自分たちで将来ビジョンを整理して必要な事業計画を検討する「NPO 経営自

己評価マニュアル１」や、被災者と被災者支援制度のマッチング支援に取り組まれている弁護士、

永野海先生による「被災者生活再建カード（ゲーム）２」などを参考にして作成しました。 

 

<まちづくりツールの内容＞ 

「まちづくり整理シート」 １枚（巻末付録①） 

自分たちのまちづくり（地域活動・社会活動）を整理したり、使えそうな支援制度を配置し

たりするために使います。利用人数に合わせてサイズを決めて印刷します。（個人で使う場合

→A4 サイズ、２～３名のグループで使う場合→A3 サイズ、それ以上の人数のグループで使う

場合→A2 以上等） 

 

「支援制度カード」（既存制度） １セット（巻末資料②） 

高知市や高知市町内会連合会、NPO などが準備している支援制度を説明するカードです。

裏側の QR コードをスマートフォンのカメラにかざし、表示されたインターネットのリンクを

押すことで、各制度の問い合わせ先や詳細な内容を見ることができます。 

 

「支援制度カード」（新制度等） １セット（巻末資料③） 

ワークショップの中で、新たに高知市や社会福祉協議会、中間支援組織 NPO などに設立し

てほしい支援制度がある場合に、制度名や制度の概要を参加者が書き加えて、「まちづくり整

理シート」に置くカードです。 
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<まちづくりツールはどんな時に使うの？＞ 

・新しく地域活動や社会活動をはじめたいとき 

・活動が行き詰まっている時、誰に相談していいかわからないとき 

・活動を振り返って次の展開を考えたいとき 

・活動の発展のために、なにか支援制度を利用したいとき 

・まちづくりの支援のための新しい制度や既存制度の運用方法の改善を検討したいとき 

 

 
１ 上田健作、大槻知史、新藤こずえ、「NPO経営自己評価マニュアル」、南の風社,2023 
２ 弁護士永野海のページ 被災者生活再建カード（ゲーム）（https://naganokai.com/hisapo/#hisapo） 

 

まちづくりツールの使い方  

 

 

https://naganokai.com/hisapo/#hisapo
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＜まちづくりツールを使ってみたいとき、詳しく知りたいときは＞ 

 巻末付録にまちづくり整理シートと支援制度カードあり！是非お試しください！ 

 詳細は、高知市地域コミュニティ推進課（088-823-9080）まで気軽にお問い合わせを 
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第４部  各委員からの意見 
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すばらしかったリーダー研修会～中学生からの提言 

高知市町内会連合会では、会員が地域活動において、地域のあらゆる人々が役割を持ち、助け

合い支え合いながら、地域をともに創っていく「ハッピータウン」の実現を目指す中心的な担い

手として、知識を高め、市政の発展や地域活動に一層貢献するとともに、会員相互の交流を図る

ことを目的に、毎年リーダー研修会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は、令和７年 11 月９日に、少子高齢化に伴う町内会活動の参加者減少や役員の固定化、

担い手不足などの課題を踏まえ、「めざせ！ハッピータウン～私たちも地域課題にチャレンジ～」

をテーマに、２部構成で開催しました。 

第１部の活動発表では、城西中学校生徒会のみなさんが「地域とつながる防災フェア」と題し

て、地域との取組を発表しました。最後には、今まで以上に地域との関わりを持ち、防災フェア

を今後も学校行事として続けていく決意が示されました。また、潮江中学校生徒会からは、「地域

とつながる生徒会」と題して、中学生が地域の大人たちと一緒に地域活動を盛り上げたいという

思いが共有されました。 

第２部のパネルディスカッションでは、「後継者不足」「不燃物の管理」「ゴミの不法投棄」「地

域との交流」などの課題が示されました。これを受け、中学生からは、「イベント等に参加して地

域と関わること」「関わるきっかけをつくることが大事」 

「町内会活動は高齢者が多く関わっており、自分たちの 

親世代がほとんどいない。自分たち中学生が活動する中 

で親たちにも働きかけていかなければいけない」との力 

強い発言があり、参加者約 160 人の関心を集めました。 

今回のリーダー研修会は、未来ある中学生による地域 

との関わりについての発表や提案があり、若々しく頼もしい意見に何度も大きくうなずく、充実

した研修会となりました。 

最後に一句、「子どもは親の背中を見て育つ」―現代版「親は我 が子に背中を押され、まだ間に

合う地域（町内会）活動」                                  

（長尾 達雄） 
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100 点を目指さない失敗に寛容なまちづくり 

防災講演では「避難所はお客さんをつくると失敗する」という話をいれます。避難所は住民運

営が基本。なぜお客さんをつくると失敗するのか。何もしない人ほど不平と不満を拡散するから

です。地域活動も同じ。汗をかかない人ほど評論家となる。行政や企業が顧客サービスを向上す

るほど他人のミスを責めたてるクレーマーやカスハラが増加しました。 

司馬遼太郎の言葉で「人の諸々の愚の第一は他人に完全を求めることだ」という名言がありま

す。自分が主体で動いている人は自分が完全でない分、人の間違いにも寛容でいられる。一方、

行動を伴わない評論家は相手に完璧を求める。医師でも審判でも 3 割は誤診と誤審の判断ミスを

すると言われています。一流でも 3 割だから市民レベルでは 4 割くらいでしょうか。人間 3 割は

判断ミスを犯すことを前提に社会を考える。 

100 点を目指す社会は社会を窒息させます。訴訟リスクが高い産婦人科医になり手がいないの

と同様、地域活動も衛生・熱中症・個人情報などリスクマネジメントで活動のハードルが上が

る。高齢化が進む中でハードルを上げると担い手が減少するのは当たり前。そして 100 点指向の

もう一つの矛盾がヒヤリハット対策。人員不足の状態でこれをやると業務が増大しむしろミスが

増えてしまう。顕微鏡だけではなく俯瞰した視点も重要です。100 点からの減点社会から、一定

のミスはあきらめて受け入れる価値観の転換期に来ていると思います。身を捨ててこそ浮かぶ瀬

もあれ。100 点を目指して力を入れるほど沈んでいく。脱力することで浮かび上がる。寛容なま

ちづくりを目指したいものです。 

最後は 1976 年のヒット曲「恋人試験」の歌詞から「100 点とるひと大嫌い ～中略～ 65 点の

ひとが好き 好き 好き」 

                                   （山﨑 水紀夫） 

 

 

若年層・子ども世帯を巻き込むには 

機会の提供が非常に重要だと考えました。エネルギーに満ち溢れている若者は、なにかきっかけ

さえあればまちづくりに参加してくれます。例えば学校の行事や地区のイベントなど、始まりはあ

る程度強制的でも良いと思います。その後続けるかどうかは各々決めてもらうとして、その最初の

きっかけさえあれば、きっとまちづくりの楽しさ・重要さに気づいてくれます。 

（山口 拓望） 
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体を動かす楽しさ×世代をこえた交流＝人と人のつながり→支える地域→しなやかなまち 

人口減少や高齢化が進む中で、地域のつながりをどのようにしていくのかが大きな課題となり

ます。その解決策として、スポーツレクリエーションを通した多世代交流があります。勝敗を競

うスポーツとは少し違い、楽しみながら体を動かす活動で、年齢や体力に関係なく参加できるも

のが多くあり、子どもから高齢者までが一緒に参加することで、世代を超えた交流が生まれま

す。 

普段の生活の中では、子どもは学校、高齢者は家庭や地域の集まりと、それぞれの生活の場が

分かれていることが多いものです。 

しかし、スポーツレクリエーションの場では、同じチームで活動したり、声を掛け合ったりす

ることで自然と会話が生まれます。子どもにとっては地域の大人と関わる機会となり、高齢者に

とっては若い世代と触れ合う楽しみが生まれます。このような交流は、地域の中に「顔の見える

関係」を増やしていきます。 

また、健康づくりという面でも、子どもにとっては体を動かす楽しさを知る機会となり、高齢

者にとっては無理のない運動を続けることで健康維持につながります。 

さらに、世代をこえて活動することで、お互いに励まし合う雰囲気が生まれ、継続して参加し

やすくなるという良さもあります。こうした関係は困ったときに声をかけあえる安心感を生み、

支えあえる地域づくりにもつながります。 

一方で課題もあります。それは、参加する人を集めることの難しさです。仕事や家庭の忙し

さ、地域活動への関心の低下などにより、地域の行事に参加することが少なくなるのも現状で

す。そのため、誰でも気軽に参加できる雰囲気づくりや、学校・地域団体・自治体などが協力し

て呼びかけを行うことが大切です。こうした小さな交流の積み重ねが、人と人のつながりを広

げ、支え合える「しなやかなまちづくり」につながっていくのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山﨑 功一）  
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町内会への積極的な参加 

 私は第 11 期見守り委員会として２年間会議に出席しました。私以外は皆さん社会活動をされて

おり、その活動は時間的なものは当然で物や場所そして金銭的負担もあると思います。長年転勤

族であった私は、故郷への貢献を考えていましたが何もできていないのが現状なのです。 

 そこで私が考えたのは、どなたでも最も関係のある「町内会への積極的な参加」を提言したい

と思います。町内会の規模は当然大小がありますが、私たちひとりひとりは町内会で生活をして

います。この町内会の活動をみんなで一緒に有効な組織として確立することが、今一番大切で必

要な事と考えました。 

 町内会が何をしてくれるかではなく、それぞれの地域住民が町内会のために何をするべきかを

考え、行動することを皆さんにお伝えしたいと思いました。 

（小島 雅彦） 

 

 

住みたい人が住める地域に 

グループに分かれて議論をしているなかで、3 年後の将来像として『住みたい人が住める地域「こ

の地域に来たい、住みたい」』を自分たちは掲げました。 

地区外への若い人の流出が課題で、地域活動の担い手不足を議論するなか、暮らしたい地域に自

由に住めない現状を知りました。 

春野地域では自分の土地でも新居を建てることが難しく、子どもと隣どうしで暮らしたいと思っ

ても、なかなか厳しいそうです。 

また、山間部で地域の活動をする資金を自然エネルギーを活用して賄う計画をたてても、実際に

作るとなるとハードルが高いと聞きました。 

地域の担い手になる人には無料で土地を貸したい人がいても、建築制限が厳しくて人口を維持で

きないのは不条理だとの声です。 

いっそ、トレーラーハウスを置いて住むしかないのかとの意見も出ました。 

土地利用規制には様々な理由があるでしょうが、人口減少が進む地域の実態を知り、まちづくり

で活躍する方の話を聞くと、今のままでは良くないと思いました。人口増加を前提とした社会での

制度を、今後、見直しすることは必要でしょう。 

その際、市民と行政のパートナーシップのまちづくりを考える立場からすると、自治体は既存の

制度の枠内で市民に説明するだけでなく、例えば香川県のように市街化調整区域を大幅に縮小した

事例をふまえて、高知のまちづくりがどうあるべきか、人口減少のなかで何ができるか、といった

ことを一緒に考えて議論を進めることが重要だと思います。 

 

                                  （川竹 大輔）  
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使ってみたよ このしくみ ～こうちこどもファンド助成金事業～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（武林 由希子）  

 

高知市のまちづくりに思うこと 

１ 市街化調整区域の部分解除や緩和措置の検討 

  農業地や農業者に配慮しつつも、適正な土地利活用が急務だと考えます。 

  ただ、決まりを押し通すだけではなく、適材適所な行政指導を強く望みます。 

２ 少子化や過疎化への対応措置として、真剣に取り組む事が必要 

  高知県は全国で唯一、南海トラフ巨大地震で県都が壊滅する県です。その県都の高知市が 

  もっと真剣に防災対策をするべきではないでしょうか？ 

  高台移転への融資（個人へも企業にも）や防災教育への投資（市役所職員も含む） 

  安全で安心な町にこそ人は集まり、流出も防げるのではないでしょうか？ 

※小松の沼問題を早く解決して欲しい。 

                                    （中村 彰宏）  

「地域を元気に！」をテーマに「こうちこどもファンド」

の助成金を受け、地域の里山体験活動に７年間取り組む。 

こうちこどもファンド：こどもが主役のまちづくり！ 

４月 
７月 11 月 

３月 
１月 ５月 

使ってみたよ このしくみ 

～こうちこどもファンド(上限 20 万円) 

～ 

７年間のこどもファンド活動を

通して地域の方と里山体験！地域

のまちづくり計画策定に子どもた

ちも参画。やがて、地域にわかもの

の組織が発足。まつり等の企画･運

営に関わり地域の一員として躍進。 

ホタルの夕べで里山保全 
活動を地域内外に発信 

春の七草フェスタ こどもまつり 
まつりの準備に活躍 
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市民と行政のパートナーシップ 

誰にも頼らず生きていくのはとっても大変ですが、行政に言われるままにやっていくのも違う

し、行政に何でもお願いするのも行政がパンクしてしまう。こんなことではお互いに仲たがいし

てしまいそうだから、「協働のまちづくり」。 

高知市には、全国的にも有名な条例、「高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条

例」があって、市民と行政が良い関係でまちづくりすることをめざしている。その関係のために

うまく条例が機能しているかどうかを見守るのが、「見守り委員会」・・・だと理解して参加させ

ていただいています。 

しかし日々の暮らしのなかでは住民と行政は「本当にうまくいっているのだろうか」と不安に

思うことがあります。理由は、住民も行政もとっても忙しくて、なるべく話し合わなくてもいい

ように「合理的」な関係を目指しているような気がするからです。それはそれで気楽でよいので

すが、やっぱりコミュニケーションは必要で、高知らしく、楽しく明るく、でも本気で交流する

機会があればいいのになと思います。 

見守り委員会は、そんな場所なので、これが広がるとよいのに…と思っています。 

（宇都宮 千穂） 

 

地域の価値の再発見 移住者からみたら地域のおいちゃんおばちゃんめっちゃすごすぎる！ 

「高知市のチベット」と悪口？をいわれる中山間地域に移住させていただきました。地域の PTA

などを経て、連携協議会やコミュニティ会議に関わらせていただいています。いわゆる「町の者」

からしてみると、中山間のおいちゃんたち、おばちゃんたちは、みんな色々なことが出来て生産力

も高くすごい人ばかりです。「まちづくりをしなやかに持続させる」ためには、私たちひとりひと

りの潜在的な能力や財産を、まず私たちが自覚し認めていくことが重要だと思います。 

たとえば、各家庭にある本棚、蔵書の数々は、個人だけの価値でも後々は処分されてしまう古本

でもありません。欲しいと思い価値を感じて集めたコレクションは、その人の宝であると同時に地

域の貴重な財産でもあります。それがそこにあることによって、その地域にはそのジャンルの種が

蒔かれているのです。もしも、このようなコレクションを月に一回でも公開できる機会があれば、

高知市の文化的な基礎がぐんと広がると思いませんか。 

中山間には小さな段々畑が多いです。大規模農業にはまるで向いていませんが、手の届く丁寧な

畑づくりが続けられています。これまでの時代は、急いで大量のものを作り、安く売るということ

が奨励されていました。でも、そんな潮流の結果をみなさんも理解しつつあると思います。わたし

たちは、手の届く範囲を自ら整え、ひとつひとつの物事を、事象を大切に味わう時間を持てるはず

です。身の回りの物を大切にできれば、自分自身も大切にでき、驕りではない価値を実感できるは

ずです。行政は、効率化を考え、大きく実行できるところに補助しがちですが、ひとつひとつの地

域、農業、個人にもっと寄り添ったシステムを一緒に構築していきたいです。 

                                    （岩内 史子） 
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情報発信力をアップして既存制度（情報）の効果を高める 

まちづくり（市民社会）を発展、熟成させていくためには、「既存制度（情報）の活用」は重要な

要素だと思います。今回、初めて委員会に参加させていただいて、こんなにも多くの制度や各種の

情報があることに驚かされました。これは、自治体や種々の団体からの熱いメッセージ（情報）だ

と考えています。 

一方で、こんなことをしてほしい、あんなことをやってみたいなど色々な夢や願望を持って一歩

踏み出そうとしている方がいると思います。もし、その方々に情報がタイムリーに届けられれば、

その夢や願望がかなえられるのではないでしょうか。 

情報は、発信する側と受信する側が出会って初めて形になっていくものです。市のホームページ

を検索すると、各部署から様々な情報が発信され、その経過状況は PDCA により細やかにフォロー

されています。現状では活動的な受信者には十分な情報量の提供方法かもしれませんが、一歩踏み

出そうと試行錯誤中の受信者に向けて、もう少し発信者側から情報との出会いを広げる改善を試み

てはどうでしょうか。例えば、物理的な視点では、既存の施設（ふれあいセンター等）の情報発信

スペースを広げ、配布物の掲示方法をより利用者に分かりやすいものにするのも一つの方法だと思

いますし、貸館の条件を改善して、より幅広い分野の利用者を増やし、情報（掲示物）と接する機

会を設けることも効果があるのではないでしょうか。 

また、市のホームページ（仮想空間）上でこれらの掲示物全てを、書架に並んでいる書物のよう

に一括掲示し、気軽に手に取って閲覧ができ、必要とあれば関連部署へのアクセスも可能にすれば

大きな効果が期待できると思います。さらには、助成金情報や市外郭団体からの発信情報もこのペ

ージに集約することが出来れば行政の情報発信のホームページとして理想の形になるのではない

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小原 加寿夫） 
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おむすびが地域をむすぶ こども食堂 × 町内会事業 

朝食を摂らずに登校する子どもたちが、午前中から集中力を欠き、無気力や体調不良を訴える場

面をみることが、経験上少なからずありました。この地域課題を少しでも解決できればという思い

で、こども食堂の運営を始めました。高知県には、こども食堂の助成事業がありますが、現在、高

知市にはありません。 

高知市の厳しい財政状況を鑑みれば新たな予算を投入することは難しいと思いますが、子ども食

堂×町内会事業という切り口はどうでしょう。行政コストを抑えつつ地域コミュニティを活性化す

るという、今日的なアプローチになると考えます。 

町内会だけでなく、地域内連携協議会、市社協、民生委員・児童委員、学生などのボランティア

等と連携・協働したおむすびステーションの設置を提案します。 

具体的には、登校前に 1 個から 2 個ぐらいのおむすびと温かいみそ汁や固形味噌汁（みそ玉）を

提供する朝食支援事業です。学校にほぼ隣接した町内会内の子ども食堂を拠点とすることで、子ど

もたちは通いなれた地域、施設で安心して食事をとることで生活リズムができ、学習に集中するこ

とにもつながります。 

 子どもたちを学校に送り出した後は、参加者同士のふれあいも生まれ、世代間交流も図ることが

でき、顔なじみの関係性がつくられ、結果として、地域全体での見守り体制、防犯・防災体制にも

つながっていくことでしょう。子どもたちにとってもこの地域で大事にしてもらったという感謝の

心が残り、地域の大人を信頼します。未来の地域の担い手づくりにも効果があると考えます。 

 この提案は、「誰一人取り残さない」という町内会のスローガンに合致する事業となります。 

（野村 ゆかり） 

 

 

学校を起点とした「まちづくり」の可能性 

人口減少（少子化）が更に進む高知市にあって、将来的に起きると言われている南海トラフ地震

などの自然災害を考えると、これからの高知市における「まちづくり」の中で、教育と防災・減災

を合わせて取り組む必要性を感じます。 

地域の大切な未来である子供たちに、どのような環境でも、たくましく生き抜く力を身につけら

れる「教育」と、地域の活力を生み出す場、自然災害等の地域の危機に際しては安心安全の場とし

ての「学校」というものを考えることが、これからの高知市の「まちづくり」にとって必要ではな

いかと思います。 

そのためには、今まで以上に、学校を中心に地域の方々が集まる機会を大切にするとともに、学

校の先生方が目指す教育をサポートする「まちづくり」を、私達、市民が意識することも大切なこ

とではないでしょうか。 

（北川 力） 
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「地域づくり」と「地域スルー」 ～分裂するわたし～ 

仕事柄あちこちに呼ばれては「地域づくりの専門家」と言われがちなわたし。 

「つながりが大切」と、いろんな地区で一緒に汗をかく。でも自宅に帰ればどうか。地区運動

会は息子が小さいころ行ったきり、回覧板は届いてたっけ？見事な「地域スルー」の人生ー。 

では、ただの住民のわたしはなぜこんなに腰が重いのか。忙しいから。まあ、それは事実。で

も本音はたぶん別にありそうです。 

 

何軒も別荘を持つセレブならまだしも、引っ越すことって簡単なことじゃない。誰かと気が合

わなかったらどうしよう、不満が積もってしんどくなったらどうしようと、不安が先回りしてし

まう。さらには家族が地域づくりの濃密ワールドにうまく適応できるのか、ジト目で睨んでこな

いかなんて余計な心配までついてきます。 

何より、「肩書きのないわたし」で雑談が成立するのかという根本的な不安。小中高と教室で一

人本を読んでいたわたし、ただの気まずい人になるのではないか、という心配も。 

考えてみれば、これは「関係は選びたい」という現代っぽい価値観でもあるよね。気の合う人

とだけ、ほどよくつながる。そう思うとわたしの躊躇もそこまで不当なものではない（はず？）。 

とはいえ、仕事先の「地域」で出会う人たちが、笑い合っているのを見ると、ちょっと羨まし

い。お花見なんかをご一緒すると、いいなぁ。と思っちゃう。こういう関係、自分の家の近くに

もあればいいのに・・・我ながらどっちつかずです。 

 

もし多くの人が同じような躊躇と憧れを抱えているのだとしたら、先達からは「軟弱！」「ただ

乗り」とのそしりを免れないだろうけど、わたしたちにまず必要なのは、「ゆるやかさ」なのかも

しれません。出入り自由、やりたい時にやりたいことを手伝う、ふらっと来てふらっと帰れる。

なんなら別の地域の人でも OK。そんな集まりが時々あるくらいがちょうどいい。日々のゆるやか

なつながりさえあれば、人生の一大事や災害時など、いざという時に誰かを頼ることは、今より

も難しくないかも。 

 

それからもう一つ。学校では「人に親切にしなさい」なんて教えてるけど、大人の側、世の中

の側はどんどん不寛容になり、四角四面で、不機嫌に粗探しをするようになってる気がします。 

それなら、若い世代には「地域に関わりなさい」「親切にしなさい」と説教するよりも、まずは

地域から親切にされる体験のほうが大事なんじゃないかな。最初は親切を受けることに戸惑う。

でもそのうち、あれ、なんだかちょっと嬉しいな、と思う。その小さな嬉しさが、次の親切につ

ながっていく。 

そんな小さなやりとりが、あちこちに転がっている地域なら、他の世代も心地よい――分裂し

ているわたしも、案外すんなり紛れ込めるのかもしれない。 

                                    （大槻 知史） 
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おわりに  

振り返れば、第 11 期見守り委員会において、2 年間にわたり積み重ねてきた議論のキーワードは「マ

ネジメント」であったと言えるのではないでしょうか。 

審議の過程では、各委員がまちづくりに関わる「困りごと」や「支えたい人」、「巻き込みたい人」を

具体的に設定し、どのような関わりや支援が必要かについて議論を重ねてきました。さらに、委員自身

がまちづくりのライフヒストリーを書き出し、活動の振り返りも行いました。私たちは、こうした一連

のプロセスそのものがマネジメントであったと考えています。 

「マネジメント」とは、「組織の目標を達成するために、人・モノ・カネ・情報といった資源を効率的

に活用し、成果を最大化する仕組みや働き」とされています。また、「組織マネジメント」は、「一人で

は成し得ない成果を生み出すために、複数の人々の活動を調整する個人または集団の働きとその過程」

と定義されており、自ら主体的に変化へ向けて動き出し、仲間とともに展開していくことの重要性が示

されています。 

まず、まちづくりに関わる市民一人ひとりが自分自身と向き合い、自らの強みや持ち味を活かそうと

する「学び続ける人」になること。そして、仲間を巻き込み、つながりを広げ、互いのネットワークを

組み合わせていく機会が求められていることを、私たちは改めて認識しました。 

私たち委員は、まちづくりを「しなやかに」持続させるため、新たな制度設計も視野に入れてきまし

た。しかし、財政的に厳しい状況にある今だからこそ、不足しているものに目を向けるだけでなく、既

存の支援制度をいかに有効に活用するかという視点の重要性にも気づきました。 

そのような観点から高知市の事業を見直すと、委員自身も知らなかった多様な制度が数多く存在して

いることが分かりました。そこで私たちは、まずこれらの支援制度の存在を、さまざまな手段で多様な

市民に届けることが必要だと考えました。 

その上で、マネジメントの役割の一つである資源配分、すなわち「ヒト（つながり）」「モノ（バショ）」

「カネ」「情報（ノウハウ）」に着目し、組織間の連携にとどまらず、「いつも」と「もしも」、「つながり

づくり」と「担い手探し」といった異なるテーマや課題を横断的につなぐことが重要です。こうした“横

ぐし”を通すことで、まちづくりに掛け算的なコラボレーションの視点を取り入れ、より効率的に成果を

生み出すことを提案しています。 

今後、まちづくりを「しなやかに」持続させていくためには、市民である私たち自身が変化を生み出

す環境を主体的に創り出し、横断的な視点で取り組んでいくことが重要になるのではないでしょうか。

また、高知市の支援制度についても、市民に寄り添う伴走者として、より柔軟に支えていく姿勢が求め

られると考えます。 

そして私たち自身も、人と人、人と資源を世代や分野を超えて「丸ごと」つなぎ、市民一人ひとりの

暮らしと生きがい、そして地域をともに創り上げていく存在であり続けたいと考えています。 

 

2026 年４月 

第 11 期見守り委員会  委員長  大槻 知史 

第 11 期見守り委員会  副委員長 野村 ゆかり 
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高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例
第11期見守り委員会 委員名簿
（任期：2024年５月～2026年４月）

委員長
大槻 知史 高知大学地域協働学部 教授

副委員長
野村 ゆかり 一般社団法人 もうひとつの大きな家族 代表理事

委員（50音順）
岩内 史子 環境の杜こうち 理事長
宇都宮 千穂 高知県立大学地域共生学研究機構 副機構長・教授
小島 雅彦 元防衛省事務官
小原 加寿夫 弥右衛門ふれあいセンター指定管理者（労協）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団
川竹 大輔 高知大学地域・世界つながり推進機構地域連携課地方創生推進室長兼係長
北川 力 ＮＰＯ高知市民会議 理事
武林 由希子 久重地域連携協議会 会長
長尾 達雄 高知市町内会連合会 会長
中村 彰宏 株式会社中村防災サービス代表取締役
山口 拓望 高知大学 防災すけっと隊 元副代表
山﨑 功一 一宮東連携協議会 副会長
山﨑 水紀夫 さんすい防災研究所 代表


